
射水市教育委員会８月定例会次第 

 

日 時 令和２年８月２７日（木） 

午後 1時 30分 学校訪問終了後 

場 所 中太閤山小学校会議室 

 

１ 会議録の承認  

 

２ 事務局報告 

（１）射水市議会９月定例会会期日程について              資料１ 

（２）令和２年９月補正予算について                  資料２ 

（３）射水市議会９月定例会提出議案について（教育委員会関係）     資料３ 

 

３ 各課等の連絡事項及び報告事項 

（１）修学旅行の中止に伴う支援について【学校教育課】         資料４ 

（２）令和２年度マイサポーター制度の実施状況にいて【学校教育課】   資料５ 

（３）「気がかりポスト」の取組状況について【学校教育課】        資料６ 

（４）社会教育委員会議について【生涯学習・スポーツ課】        資料７ 

（５）（仮称）射水市フットボールセンター整備に係る地方創生拠点整備 

交付金の採択について【生涯学習・スポーツ課】          資料８ 

（６）教育委員会行事予定                       資料９ 

 

４ その他 

 

※ 次回教育委員会の開催日時について  

  ９月２４日（木） 午後２時００分から 会議室３０６ 



 

令和２年９月射水市議会定例会会期日程 (案) 

会期１８日間 

８月３１日（月） 
午前１０時 本会議 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 市長の提案理由の説明 

日程第４ 予算特別委員会の設置 

日程第５ 決算特別委員会の設置 

日程第６ 決算特別委員会正副委員長の互選結果報告 

本会議終了後  全員協議会（報告事項説明） 

９月 １日（火）         議案調査日 

９月 ２日（水）   議案調査日 

９月 ３日（木）   議案調査日 

９月 ４日（金） 午前１０時 本会議 
日程第１ 議案質疑 

日程第２ 代表質問 

９月 ５日（土）   休  会 

９月 ６日（日）   休  会 

９月 ７日（月） 午前１０時 本会議 日程第１ 一般質問 

９月 ８日（火） 
午前１０時 本会議 

日程第１ 一般質問（予備日） 

日程第２ 各議案の委員会付託 

本会議終了後 委員会 予算特別委員会（説明） 

９月 ９日（水） 午前１０時 委員会 総務文教常任委員会 

９月１０日（木） 午前１０時 委員会 民生病院常任委員会 

９月１１日（金） 午前１０時 委員会 産業建設常任委員会 

９月１２日（土）   休  会 

９月１３日（日）   休  会 

９月１４日（月） 午前１０時 委員会 議会改革特別委員会 

９月１５日（火） 
午前１０時 委員会 港湾振興特別委員会 

午後１時３０分 委員会 予算特別委員会 

９月１６日（水） 午前１０時 委員会 予算特別委員会 

９月１７日（木） 午後２時 本会議 

日程第１ 委員長報告、質疑、討論、採決 

日程第２ 議会運営委員会及び各常任委員会の閉会中

の継続審査 

 

※ 招集告示  ８月２４日（月）   １０時００分 議会運営委員会 

１３時３０分 全員協議会（議案説明） 

発言通告締切   代表質問    ９月 １日（火）午後１時   

一般質問    ９月 ２日（水）午後１時 

予算特別委員会 ９月１４日（月）午後１時  

資 料 １
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令和２年度９月一般会計補正予算（案）説明書（教育委員会関係） 

 

１ 歳入の内訳                         （単位：千円） 

補正区分 補正額 補正額の主な内訳 

15款 国庫支出金 

  子ども・子育て支援交付金 

  公立学校情報機器整備費補

助金（小・中） 

16款 県支出金 

  放課後児童健全育成事業費

等補助金 

 

  新型コロナウイルス感染症

緊急包括支援交付金 

19款 寄附金 

小学校費寄附金 

 

４，５０１ 

３６７ 

 

 

４，５９２ 

 

 

１１，０００ 

 

 

２００ 

 

放課後児童健全育成事業費補助金 

小・中学校情報機器整備費補助金（遠

隔学習機能強化事業） 

 

放課後児童健全育成事業費補助金 

ひとり親家庭子育てサポート事業費

補助金 

新型コロナウイルス感染症緊急包括

支援交付金 

 

寺崎敏夫氏 指定寄付 

 

 

 

２ 歳出の内訳                         （単位：千円） 

補正区分 補正額 補正額の主な内訳 

3款 児童福祉費 

 放課後児童健全育成事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

10款 教育費 

教育委員会事務局費 

 

 

 

学校図書館活動推進費 

 

２４，６９１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９，４５８ 

 

 

 

２００ 

 

放課後児童クラブ運営委託 

【新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金】 

放課後児童クラブ臨時休業時特別開

所支援事業 

放課後児童クラブ臨時休業時特別開

所人材確保支援事業 

放課後児童クラブ利用料減免事業 

放課後児童クラブ感染症対策保健衛

生用備品購入事業 

 

【新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金】 

中学校修学旅行中止に伴う支援補助

金、代替事業補助金 

 

指定寄附による図書購入（大島小） 

資料２ 
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補正区分 補正額 補正額の主な内訳 

 

教育振興運営費（小・中） 

 

 

スポーツ施設維持管理費 

 

 

 

 

フットボールセンター整備

事業費 

 

２，１４２ 

 

 

△５０，００

０ 

 

５，８７９ 

 

６５，３０８ 

 

【新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金】 

遠隔学習機能強化事業 

 

フットボールセンター実施設計業務

委託【科目振替】 

【新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金】 

新湊総合体育館換気設備更新工事 

 

フットボールセンター実施設計業務

委託 
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議案第６７号 

   射水市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を     

定める条例の一部改正について 

 射水市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を次のように改正する。 

  令和２年８月３１日 提  出 

射水市長 夏 野 元 志  

 

射水市条例第  号  

   射水市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を     

定める条例の一部を改正する条例 

 射水市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年射水市条例第３５号）の一部を次のように改正する。  

 第１０条第３項中「地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１

９第１項の指定都市」の次に｢若しくは同法第２５２条の２２第１項の中核市｣

を加える。  

   附 則 

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の射水市放課後児

童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の規定は、令和２年

４月１日から適用する。 

資料３  
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議案第６８号 

   動産の取得について  

 射水市立小中学校児童生徒用タブレット端末の購入について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第８号及び射水市議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１７年射水市条例第５

０号）第３条の規定により議会の議決を求める。  

記  

１ 名    称  射水市立小中学校児童生徒用タブレット端末  

２ 数    量  ５，７７５台  

３ 取 得 の 方 法  条件付き一般競争入札による契約  

４ 取 得 価 格  ２５７，２７６，２５０円  

（うち消費税等２３，３８８，７５０円）  

５ 契約の相手方  富山市東田地方町一丁目１番３０号  

           西日本電信電話株式会社富山支店  

            支店長 宮﨑 俊之  

 

  令和２年８月３１日 提  出 

射水市長 夏 野 元 志  
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議案第６７号 

 射水市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正に

ついて 

 （説 明） 

 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６３号。

以下「省令」という。）の一部改正に伴い、本市条例について所要の改正を行うもの。 

 

１ 改正内容 

  放課後児童支援員は、都道府県知事又は指定都市の長が行う資格研修を修了した者でな 

 ければならないこととしているところ、省令の一部改正により当該研修について、令和２ 

 年度から中核市の長も実施できることとなったことから、本条例で定める放課後児童支援 

 員の資格に関する規定についても同様に改正するもの。 

２ 施行期日等 

 (1) 施行期日 

   条例公布の日 

 (2) 適用期日 

   令和２年４月１日 
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議案第６８号 

    動産の取得について 

    （説 明） 

    令和２年８月４日に条件付き一般競争入札に付した射水市立小中学校児童生徒用

タブレット端末の購入について、議会の議決を求めるもの（地方自治法第９６条第１

項第８号、同法施行令第１２１条の２第２項（別表第４）、射水市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条）。 

 

名  称 数量 取得の方法 取得価格 契約の相手方 納 期 

射水市立小中学

校児童生徒用タ

ブレット端末 

5,775台 条件付き一般

競争入札によ

る契約 

257,276,250円 

（うち消費税等 

23,388,750円） 

富山市東田地方一丁目

1番30号 

西日本電信電話株式会

社富山支店 

支店長 宮﨑 俊之 

令和2年 

10月30日 

 

 

 

 

 



議案第６８号 

動産の取得について 

射水市立小中学校児童生徒用タブレット端末の購入について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第８号及び射水市議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１７年射水市条例第５

０条）第３条の規定により議会の議決を求める。  

記  

１ 名 称  射水市立小中学校児童生徒用タブレット端末  

２ 数    量  ５，７７５台 

３ 取 得 の 方 法  条件付き一般競争入札による契約 

４ 取 得 価 格  ２５７，２７６，２５０円 

           （うち消費税等 ２３，３８８，７５０円） 

５ 契約の相手方  富山県富山市東田地方町１丁目１番３０号  

西日本電信電話株式会社 富山支店 

 支店長 宮﨑 俊之 

 

 

  令和２年８月３１日 提  出 

射水市長 夏 野 元 志  



 

議案第６８号 

 動産の取得について 

（説 明） 

 令和２年８月４日に条件付き一般競争入札に付した射水市立小中学校児童生徒用タブレ

ット端末の購入について、議会の議決を求めるもの（地方自治法第９６条第１項第８号、同

法施行令第１２１条の２第２項（別表第４）、射水市議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第３条）。 

 

名称 数量 取得の方法 取得価格 契約の相手方 納 期 

射水市立小中学校

児童生徒用タブレ

ット端末 

5,775

台 

条件付き一

般競争入札

による契約 

257,276,250円 

（うち消費税等 

23,388,750円) 

富山県富山市東田地方町

1丁目1番30号 

西日本電信電話株式会社

富山支店 

 支店長 宮﨑 俊之 

令和2年 

10月30日 

 

 

 



 

 

 

 

修学旅行の中止に伴う支援について 

 

１ 趣旨 

  今年度の修学旅行については、首都圏や関西圏などで新型コロナウイルス感染

症の感染が拡大している状況を踏まえ、長時間の移動や集団での寝食に伴う感染

リスク及び滞在先で生徒が発症した場合の長期滞留の可能性などがあるため、生

徒の安全と健康を最優先に考慮し、中止することとした。 

  こうしたことを踏まえ、修学旅行の中止に伴って中学校が実施する代替事業及

び保護者が負担する修学旅行の経費に対して支援する。 

 

２ 内容 

（１）修学旅行の代替事業への支援 

① 予算額 

中学校修学旅行中止に伴う代替事業補助金 ５，３０９千円 

② 内容 

    中学生の体験学習の機会を確保するとともに、将来に生かすことができる

貴重な経験となることを願い、中学校が実施する修学旅行の代替事業（本市

ゆかりの著名人の公演など）に対して支援する。 

  ③ 時期 

１０月から１１月を予定 

  ④ 対象 

    市内中学校３年生 

（２）修学旅行の中止に伴う支援 

  ① 予算額 

    中学校修学旅行中止に伴う(保護者負担分)支援補助金 ４，１４９千円 

  ② 内容 

    修学旅行は、やむを得なく中止したことを考慮し、保護者が負担する経費

を市が支援する。 

資料４ 







社会教育委員会議について 

 

生涯学習・スポーツ課 生涯学習係 

 

１ 会議 

   日時：令和２年８月２０日（木） 

   場所：本庁舎３０３会議室 

   【説明事項】 

(1) 社会教育委員について 

(2) 令和２年度射水市教育委員会機構及び社会教育関連主要事業について 

   【審議事項】 

(1) 成年年齢引下げに伴う成人式の在り方について 

   【報告事項】 

    (1) 放課後児童クラブの新規開設について 

    (2) とやまっ子さんさん広場事業について 

    (3) あったか家族応援プロジェクトについて 

 

２ 委員（令和２年度）  

任期：令和２年４月１日～令和４年３月３１日 

 氏  名 主 な 役 職 備 考 

校
長 杉本  茂 市中学校長会 会長（小杉中学校長） 新任 

社
会
教
育
団
体 

澤井 達司 市生涯学習推進協議会 会長 再任 

稲垣 征子 ガールスカウト県連盟第 16 団 団委員長 新任 

豆川 公彦 市ＰＴＡ連絡協議会 会長 再任 

学
識
経
験
者 

宮垣 純吉 市地域振興会連合会 常任理事 再任 

小井 孝子 市更生保護女性会 会長 再任 

高田 大介 元 射水市教育委員 再任 

栂尾 啓子 下地区民生委員児童委員協議会 会長 新任 

藤井 徳子 富山福祉短期大学幼児教育学科講師 新任 

公
募 高橋 清美 一般公募 新任 

 

資料７ 



２ 審議事項について 

 (1) 成年年齢引下げに伴う成人式の在り方について 

   事務局案を説明し、原案のとおり承認された。 

 

３ 報告事項についての主な質疑・発言 

 (1) 放課後児童クラブの新規開設について 

  Ｑ 今後の学級、児童数の見通しについて【委員】 

  Ａ 射水市全体では、少子化が進んでいることから学校規模は現在よりも縮小していく

傾向が強いが、小杉小学校、大門小学校、大島小学校については若干大きくなる可能

性は高いと考えている。増設した歌の森小学校についても、現状維持あるいは宅地開

発の云々によっては増加する可能性はある。【事務局】 

 

 (2) とやまっ子さんさん広場事業について 

  Ｑ 堀岡児童室の登録利用人数が多い要因について【委員】 

  Ａ 堀岡コミュニティセンター新築の際に、既存の堀岡児童館がコミュニティセンター

内に設置されたことにより、児童館を利用していた児童数が影響しているものと理解

している。【事務局】 

 

(3) あったか家族応援プロジェクトについて 

 ・素晴らしい取組だと思っている。市外県内の方に様々な機会でＰＲしていきたい。 

 ・イメージソングの応募制作に子供たちが参加したことが素晴らしいと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【審議事項】 

１ 成年年齢引下げに伴う成人式の在り方について 

（１）趣旨 

    成年年齢を２０歳から１８歳に引き下げる改正民法が、令和４年４月１日に施行さ

れる。成人式の開催時期や式典の方針に関しては、地域の実情に応じた判断で行うこ

ととされており、各自治体において民法改正後、令和４年度以降（令和５年以降）の

成人式の在り方について対応が求められている。 

（２）本市の対応について（案） 

    令和４年度以降については、従来通り２０歳を対象に２０歳の区切りを祝い励ます

行事として式典を実施したい。 

    また、式典の名称については、「射水市二十歳のつどい（仮称）」と改めたい。 

 

【報告事項】 

１ 放課後児童クラブの新規開設について 

（１）経緯 

    歌の森小学校区の児童数増加により、現在の２クラブ体制では定員超過が見込まれ

ることから、安定的な運営と更なる放課後児童対策の充実を図るため、新たに小杉地

区センター２階に放課後児童クラブ専用室を整備した。 

（２）施設概要 

   ① 名  称  歌の森小学校放課後児童クラブ「歌の森キッズよつば」 

   ② 所 在 地  射水市戸破１０３２－３ 小杉地区センター２階 

   ③ 延床面積  専用室       １２７.８８㎡ 

           事務室兼静養スペース １９.３８㎡ 

   ④ 工 事 費  ２８,７９８千円 

   ⑤ 運営主体  社会福祉法人 鷹寺福祉会 

   ⑥ 定  員  ７７名（登録児童数：４９名） 

 

２ とやまっ子さんさん広場事業について 

（１）趣旨 

    地域の力を生かした子育ての新たな支え合いを推進するため、地域住民やボランテ

ィア、ＮＰＯ活動を行う組織並びに団体等が、地域において多様な形で取り組む自主

的な子どもの居場所づくりを進めるもの。 

 

 

 

 

会議概要 



（２）令和２年度開設一覧 

№ 名称 実施主体／開設場所 
登録人数 

（人） 

日数見込 

（日） 

補助金額 

（千円） 

１ 新湊児童室 
新湊地域振興会 

新湊コミュニティセンター 
100 217 1,200 

２ みつば広場 
庄西地域振興会 

庄西コミュニティセンター 
31 200 1,200 

３ あっかり広場 
片口地域振興会 

片口コミュニティセンター 
50 250 1,200 

４ 堀岡児童室 
堀岡地域振興会 

堀岡コミュニティセンター 
101 243 1,200 

５ 塚原児童室 
塚原地域振興会 

塚原コミュニティセンター 
35 242 1,200 

６ にこにこ寺子屋 
針山自治会 

針山公民館 
20 37 385 

⑦ 本江きらきら広場 
本江地域振興会 

本江コミュニティセンター 
5 184 950 

⑧ 
おおしまスポーツ 

クラブさんさん広場 

ＮＰＯ法人おおしまスポーツクラブ 

ヨシダ大島体育館 
20 182 950 

  ※ ⑦、⑧は今年度新規に開設 

 

３ あったか家族応援プロジェクトについて 

 【今年度上半期の活動報告】 

  〇 新湊信用金庫 

    30 万円の寄附を受け、あったか家族事業の普及・啓発、あったか家族の愛ことば「家

族いっしょに 食事 おしゃべり お手伝い」を広めるためイメージソングを制作した。 

    現在、市ホームページや Twitter に掲載し、イメージソングをＢＧＭに使用した家

族時間の動画投稿を呼び掛けている。また、市内小中学校及び応援隊へＣＤを配布し

活用を呼び掛けるとともに、毎月 25 日のあったか家族の日や毎週水曜のリフレッシ

ュデーに市役所で流すなどして事業の普及・啓発に役立てている。 

  〇 株式会社アイザック・オール 

    100 万円相当のコットンバッグ 5,000 枚の寄附を受け、市内全児童と応援隊へ配布

した。愛ことばとイラストが入っていることから、利用者一人一人が合言葉の発信者

となり、事業の普及・啓発につながるものと期待している。 



（仮称）射水市フットボールセンター整備に係る 

地方創生拠点整備交付金の採択について 

 

１ 経過 

  地方版総合戦略に基づく、地方公共団体の自主的・主体的な取組で、特に先導的な事業

に必要な施設整備に対して国が支援を行う「地方創生拠点整備交付金」（令和２年度当初

予算分）の２次募集に応募したところ、令和２年８月７日付けで採択の決定があった。 

  この採択を受け、施設整備エリア全体の魅力向上を図るための取組を具体化する。 

 

２ 採択された交付金の名称 

地方創生拠点整備交付金 

（国１/２、残りの地方負担分に対し、地方債９０％充当可能で地方交付税措置３０％） 

 

３ 事業名、事業期間及び採択額 

事業名 「スポーツ施設を核とした地域活性化事業」 

事業期間 令和２年度～令和３年度（令和２年度：実施設計、令和３年度：整備工事） 

採択額 
令和２年度採択額 ３１，５００千円（計画全体として７２３，１７９千円） 

工事費 約１６億円 

 

４ 主な事業展開 

（１）ローカル５Ｇ環境の整備とＡＩカメラの活用 

射水ケーブルネットワーク㈱と官民協働でローカル５Ｇ環境を整備し、ＡＩカメラな

どを活用したライブ配信や遠隔指導等に取り組む。 

（２）全国大会等大規模大会の誘致 

   日本サッカー協会を始め、県ラグビー協会等の関係団体と連携して誘致に取り組む。 

（３）スポーツ教室等を通じた雇用の創出 

市内外のプロスポーツ団体、企業と連携したスポーツ教室やスポーツイベント等を開

催するなど、新たなスポーツビジネスによる雇用の創出や若者の定住を促進する。 

（４）地域おこし協力隊の雇用 

地域おこし協力隊を新たに雇用し、スポーツ教室の開催やスポーツ合宿の誘致を推進

する。 

（５）有料広告や企業版ふるさと納税等の活用 

   観光入込客数が多い射水ベイエリアに位置する強みを活かし、ネーミングライツをは

じめとした有料広告や企業版ふるさと納税等を募る。 

 

５ 今後のスケジュール（案） 

令和２年９月    実施設計に着手（年度内に完了） 

令和３年度     整備工事（令和３年度末までに完成） 

資料８ 






